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1. はじめに 
本資料は，低サイクル疲労の劣化状況評価の補足として，原子炉圧力容器の評価を代表

として，代表以外の評価結果については一覧表として示すと共に，評価内容の補足資料を

とりまとめたものである。なお，機種毎の劣化状況評価については劣化状況評価書に取り

まとめている。 
 低サイクル疲労とは，プラントの起動・停止時等に受ける温度・圧力および流量変化に

より，機器の構造不連続部等に局所的に大きな応力変動が生じ，それが供用期間中に繰り

返された場合に，疲労割れの発生に至る可能性がある劣化事象である。 
 
【低サイクル疲労評価の流れ】 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 代表の選定 
 低サイクル疲労割れが想定される機器は多数存在するが，劣化状況評価では，評価対象

となる一次系バウンダリに属する機器及び炉内構造物のうち，配管・弁・ポンプ等機器毎

に区分し も評価が厳しいと想定される機器を代表として選定する。評価対象，代表は以

下の条件に該当する機器を抽出する。 
 
① 低サイクル疲労割れに係る評価対象機器・・・別紙１参照 
低サイクル疲労評価では，プラントの起動・停止時等に温度・圧力および流量変化の

影響を受ける機器を評価対象として抽出している。抽出した機器は原子炉圧力容器他，

「4．代表以外の技術評価」に示す機器である。 
 

② 対象機器のグループ化及び代表の選定 
劣化状況評価書では，評価対象を構造（型式等），使用環境（内部流体等），材料に応

じグループ化を行っており，機器の重要度（高い），使用条件（温度，圧力が厳しい）等

を考慮してグループ内代表を選定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価対象機器・対象部位の選定 

運転実績より過渡条件を設定 (温度・圧力・流量過渡変化，発生回数) 

各過渡時の機器部位の温度，発生応力変化 (履歴) の算出 

過渡の組合せに基づく繰り返しピーク応力強さを算出 

疲労累積係数 Uf の総和を求め，Uf≦1 を確認 

原子炉冷却材に接液する部位については，環境疲労評価を実施 
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以下の説明では，②で選ばれた低サイクル疲労割れが想定されるグループ内代表のう

ち，1機器を例に挙げて評価の詳細を説明する。 
 低サイクル疲労評価においては，プラント安全上の重要性を考慮し，原子炉冷却材バ

ウンダリ機能上 も重要と考える「原子炉圧力容器」を代表例として選定し，具体的な

評価内容を説明する。なお，原子炉圧力容器以外の評価結果は「4．代表以外の技術評価」

に示す。 
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3. 代表の技術評価 
(1) 原子炉圧力容器 

1) 健全性評価 
a) 適用規格，評価条件 
・社団法人 日本機械学会 設計・建設規格 (JSME S NC1-2005/2007)(以下，「設計・

建設規格」という） 

  PVB-3000 (クラス 1容器の設計) 

・社団法人 日本機械学会 環境疲労評価手法 (JSME S NF1-2009）(以下，「環境疲

労評価手法」という） 

 

 

b）熱過渡条件の設定 

評価期間は，延長しようとする期間を踏まえて 60 年間とし，60 年供用時点の評

価を実施する。 

各過渡条件の繰り返し回数は「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2008」に

基づき，運転実績に基づく過渡回数 (2016 年 11 月まで) を用い，60 年間の過渡回

数を推定する。なお，起動の時期は 2020 年を基本とし，2011 年度以降の期間は実

績より保守的な回数の過渡が発生すると仮定して回数を推定した。 

具体的には以下に示す計算方法に基づき①主フランジ，②スタッドボルト，③給

水ノズル・下鏡・支持スカートの 3種の過渡回数を設定する。 
 

①主フランジ（未取替機器） 
60 年時点過渡回数＝実績過渡回数＋推定過渡回数 

≧実績過渡回数＋(運開後実績過渡回数/運開後現時点までの運転期間年数）

×1.5×残年数 

（評価条件として 2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020

年 9 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍以上を想定） 

 

②スタッドボルト（取替機器） 

60 年時点過渡回数＝実績過渡回数＋推定過渡回数 

≧取替後実績過渡回数＋(運開後実績過渡回数/運開後現時点までの運転

期間年数）×1.5×残年数 

（評価条件として 2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020

年 9 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定） 

 

③給水ノズル・下鏡・支持スカート（未取替機器） 

60 年時点過渡回数＝実績過渡回数＋推定過渡回数 

≧実績過渡回数＋(運開後実績過渡回数/運開後現時点までの運転期間年数）

×1.5×残年数 

（評価条件として 2011 年 3 月から 2019 年 8 月末まで冷温停止状態，2019

年 9 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定） 
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過渡回数策定方針特記事項 
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過渡回数策定方針 

 
 

 

①主フランジの疲労評価に用いた過渡回数 

  

No. 項目 内容 

1 定常負荷運転時の変動 75％負荷減少までは夜間低出力運転にてカウン

トする。50％負荷減少までは週末低出力運転にて

カウントする。 

2 未経験過渡回数 未経験であるが運転実績上 1回と仮定し，発生頻

度を求め算出する。 

3 取替機器の実績過渡回数 取替後の実績過渡回数を用いる。（スタッドボル

トは第 16 回定期検査(1997 年度)にて取替実施）

4 取替機器の実績過渡発生頻度 未取替機器と同様に，運開後実績過渡回数/運開

後現時点までの運転期間年数で算出する。 

5 試運転時の実績過渡回数 試運転時特有のものであり，実績過渡発生頻度に

は含めない。 

6 今後の過渡回数設定の考え方 今後の推定過渡発生頻度は，実績過渡発生頻度の

1.5 倍以上となるよう考慮する。 

過渡項目 

運転実績に基づく過渡回数 

2016 年 11 月時点 
運転開始後 60 年時

点の推定値 

ボルト締付 26 48 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 111 

起動（タービン起動） 65 111 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（その他） 20 24 

停止 65 112 

ボルト取外 26 49 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 
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②スタッドボルト（取替機器）の疲労評価に用いた過渡回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③給水ノズル・下鏡・支持スカートの疲労解析に用いた過渡回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ ）内数値は 2020 年起動とした場合の過渡回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過渡項目 

運転実績に基づく過渡回数 

2016年11月時点
運転開始後 60 年

時点の推定値 

ボルト締付 26 31 

耐圧試験 72 74 

起動（昇温） 65 63 

起動（タービン起動） 65 63 

スクラム（タービントリップ） 16 9 

スクラム（その他） 20 4 

停止 65 64 

ボルト取外 26 32 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

過渡項目 

運転実績に基づく過渡回数 

2016 年 11 月時

点 

運転開始後 60 年

時点の推定値 

耐圧試験 72 135（132） 

起動（昇温） 65 113（110） 

起動（タービン起動） 65 113（110） 

夜間低出力運転（出力 75 %） 67 123（120） 

週末低出力運転（出力 50 %） 115 167（165） 

制御棒パターン変更 96 180（176） 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1（1） 

給水加熱機能喪失（給水加熱器部分バイパス） 0 1（1） 

スクラム（タービントリップ） 16 23（22） 

スクラム（その他） 20 24（24） 

停止 65 114（111） 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6（6） 
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C）応力解析，疲労累積係数算出 

原子炉圧力容器各部位（主フランジ及びスタッドボルト除く）の健全性評価は，設

計・建設規格（クラス 1容器）の規定に従い，大気中の疲労評価を行う。 

供用状態 A，B（運転状態Ⅰ，Ⅱ）の過渡条件に対し，P（圧力），O（熱過渡荷重），

M（機械的荷重），D（自重），T（熱膨張荷重）の各荷重を考慮して，応力解析を行い，

過渡条件の組合せを考慮して疲労累積係数（Uf）を算出する。 

接液部に対しては，環境疲労評価手法に従い，環境効果補正係数（Fen）を算出し，

環境効果を考慮した疲労累積係数（Uen）を算出する。 

なお，ステンレス鋼クラッドにより接液しないことを理由に環境疲労評価を行って

いない部位はない。 

 

主フランジ及びスタッドボルトの健全性評価は，設計・建設規格（クラス 1容器）

の規定に従い，疲労評価を行う。 

供用状態 A，B（運転状態Ⅰ，Ⅱ）の過渡条件に対して，P（圧力），O（熱過渡荷重），

M（機械的荷重）の各荷重を考慮して，応力解析を行い，過渡条件の組合せを考慮して

疲労累積係数（Uf）を算出する。 
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疲労評価の応力解析の流れ 

設計・建設規格 解説表 PVB-3110-1 クラス 1容器の応力解析フローチャート 
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d）評価結果 

設計・建設規格に基づき，大気中での疲労評価を行った結果，疲労累積係数(Uf)

が許容値以下(Uf≦1)となることを確認した。 

さらに，接液環境にある評価点について環境疲労評価手法に基づき，接液環境を

考慮した疲労評価を行った結果，疲労累積係数が許容値以下(Uen≦1)となることを

確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：取替えを実施したため，41 年間の過渡回数を基に算出した 
※2：設計・建設規格による Uf，環境疲労評価手法による Uen ともに部位毎の 大値

を示す  
※3：非接液部 

*2

*1（外部）

主フランジ及び 
スタッドボルト 

*1：「設計・建設規格」に基づく 
疲労評価対象部位 

*2：「環境疲労評価手法」に基づく 
疲労評価対象部位（接液部対象）

*1（外部） 

*1（外部） 

下鏡及び支持スカート 

原 炉圧力容器 疲労評価結果

*2 

給水ノズル 

※1 

※3 

※3 

※3 

※2 
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2）現状保全 
 a) 供用期間中検査 

原子炉圧力容器及びスタッドボルトの保全は，原子力規制委員会文書「実用発電用原

子炉及びその付属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈の制定につ

いて」（平成 26 年 8 月 6日付け原規技発第 1408063 号）又は日本機械学会「発電用原子

力設備規格 維持規格（2008 年版）JSME S NA1-2008」（以下，「維持規格」という。）

に基づいている。 

維持規格等に準拠し，強度部材となる母材部（耐圧部分の溶接継手，ノズル内面の丸

みの部分）は超音波探傷試験等により，ステンレス溶接金属等の内張りは原子炉圧力容

器内表面の目視点検により健全性を確認している（※1）。 

さらに，定期検査毎の漏えい試験により，原子炉圧力容器のバウンダリ機能の健全性

を確認している。 

 なお，低サイクル疲労割れの予防保全の観点から行っている工事はない。 

 

※1：ステンレス鋼の内張りについては，クラス 1機器供用期間中検査を実施し異常

のないことを確認している。 

 

b）特別点検を踏まえた劣化状況評価 

運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において， も疲労累積係数の

高い給水ノズルコーナー部（合計 6箇所）に対して 1mm 程度の欠陥が十分検出可能

な渦電流探傷試験により確認した結果，有意な欠陥は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

給水ノズルコーナー部 

給水ノズルコーナー部 

給水配管 
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3）総合評価 
60 年間の供用を想定した原子炉圧力容器の疲労評価結果は，疲労累積係数が許容値

以下(≦1)であったことから，延長しようとする期間において疲労割れの発生が問題と

なる可能性はないと考える。 
また，第 25 回施設定期検査中に行った特別点検で給水ノズルコーナー部に対して，

渦電流探傷試験を実施し有意な欠陥は認められなかったことから，疲労評価結果の現

時点での妥当性が確認できた。 
なお，疲労評価結果は実績過渡回数に依存するため，継続的に実績過渡回数を把握

する必要がある。 
 

4）高経年化への対応 
疲労割れについては，実績過渡回数の確認を継続的に実施し，運転開始後 60 年時点

の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
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4．代表以外の技術評価 
（1）原子炉圧力容器以外の評価結果を以下に示す。 

評価結果一覧 

評価対象機器 

健全性評価（疲労累積係数） 

設計・建設規格

による解析 

環境疲労評価手

法による解析 

原子炉再循環ポンプ ケーシング 0.0000 0.0000 

容

器 

機械ぺネトレー

ション 

主蒸気系配管貫通部 

(ベローズ式) 
0.0071 ― 

給水系配管貫通部 

(ベローズ式) 
0.0064 ― 

ステンレス鋼配管 原子炉再循環系配管 0.0067 0.1182 

炭素鋼配管 

原子炉系配管 

(純水部) 
0.1423 0.5799 

原子炉系配管 

(蒸気部) 
0.0853 ― 

弁 

仕切弁 

(原子炉給水止め弁弁箱) 
0.0587 0.5373 

仕切弁 

(原子炉再循環ポンプ出口弁弁箱)
0.0015 0.0338 

逆止弁 

(原子炉給水逆止弁弁箱) 
0.0862 0.8848 

ボール弁 

(原子炉再循環系流量制御弁弁箱)
0.0033 0.0738 

玉形弁 

(主蒸気隔離弁弁箱) 
0.2278 ― 

炉内構造物 
炉心シュラウド 0.0014 0.0351 

シュラウドサポート 0.0230 0.0647 
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5．まとめ 
（1）審査基準適合性 

以上の評価結果について，原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転の期間の延長

の審査基準」に規定されている延長しようとする期間における要求事項との対比を下表

に示す。 
 

延長しようとする期間における要求事項との対比 

 
（2）保守管理に関する方針として策定する事項 

   運転開始後 60 年時点の推定過渡回数は，実績過渡回数に依存するため，継続的に実績

過渡回数を把握する必要があることから，保守管理に関する方針を下表のとおり定め，

運転期間延長認可申請書の「保守管理に関する方針」にて記載するとともに，当該方針

を長期保守管理方針として原子炉施設保安規定に定め，確実に実施していく。 
 

保守管理に関する方針（抜粋） 
機器名 保守管理に関する方針 実施時期※

疲労累積係数による 
低サイクル疲労の評価

を実施した全ての機器 

疲労評価における実績過渡回数の確認を継続的

に実施し，運転開始後 60 年時点の推定過渡回数

を上回らないことを確認する。 

長期 

※実施期間は以下の期限を示す。 
2018 年 11 月 28 日からの 5年間を「短期」，2018 年 11 月 28 日からの 10 年間を「中長期」，

2018 年 11 月 28 日からの 20 年を「長期」とする。  

評価対象事象 
又は評価事項 要求事項 健全性評価結果 

低サイクル疲労 ○健全性評価の結果，評価

対象部位の疲れ累積係数

が 1を下回ること。 

 評価対象部位の運転開始後 60 年後

時点における疲れ累積係数（設計・建

設規格による疲労累積係数および環境

疲労評価手法による環境疲労累積係

数）が，全ての部位で 1を下回ること

を確認した。 
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6．参考資料 
（1）1回のみの過渡事象が疲労累積係数に与える影響について 

過渡条件のうち低頻度過渡（今後発生する過渡回数を 1回と想定している過渡）につ

いて，過渡事象 1回あたりの疲労累積係数に与える影響を説明する。 
 

① 今後発生する過渡回数を 1回と想定している過渡 
東海第二の劣化状況評価において，今後の発生回数を 1回のみ想定している過渡

は以下のとおりである。これらの過渡事象による疲労累積係数への影響を示すこと

とする。 
 

   低サイクル疲労評価において今後の発生回数を 1回のみ想定している過渡事象 

番

号 
過渡事象 

評価用過渡回数※1

（括弧内は今後の

発生回数） 

1 給水加熱機能喪失 (発電機トリップ） 1(1) 

2 給水加熱機能喪失（給水加熱器部分バイパス） 1(1) 

      ※1： 60 年時点の評価に用いた過渡回数（実績回数＋推定回数）。 
   

② 疲労累積係数に与える影響  
上記に示す過渡事象が 1 回発生した場合の疲労累積係数に与える影響を確認する。

既評価に対してこれらの過渡の想定回数を 1回増加させた場合に，疲労評価で確認

している健全性（疲労累積係数≦1）に対する影響について， も条件の厳しい機器

を選定し数値的な影響を確認する。 
 

機器（部位） 疲労累積係数※1 
原子炉給水逆止弁（弁箱） 0.8848 

※1：環境疲労評価手法における評価 
 

③ 疲労累積係数に与える影響の確認結果 
疲労累積係数の内訳を分析し，今後の発生回数を 1回のみ想定している過渡事象

1回あたりの疲労累積係数に与えている影響（Uf 値）のうち 大の値を整理した。 
 この結果により過渡事象の想定回数を 1回増加させた場合に疲労評価結果に与え

る影響は極めて軽微であり，仮にこれらの過渡事象が今後発生しても疲労割れに対

する健全性には影響がないことを確認した。 
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過渡事象 1回あたりの疲労累積係数に与える影響 

 ※1：今後の発生回数を 1回のみ想定している過渡事象のうち，疲労累積係数への寄与が

大のものの値 
 ※2：代表確認機器・部位の疲労累積係数に過渡 1回あたりの疲労累積係数を加えたもの 

（参考値） 
 
 

別紙 
 
 別紙 1．原子炉容器の評価対象部位抽出の考え方について   

 別紙 2．建設時考慮されていない低サイクル応力変動の抽出プロセスについて   

 別紙 3．環境疲労評価部位の地震を含む疲労累積係数の一覧について 

  別紙 4．環境疲労評価で考慮している溶存酸素濃度について 

別紙 5．運転開始から評価時点までの過渡回数実績について 

別紙 6．各機器の疲労累積係数の算出根拠等について   
①原子炉圧力容器の疲労累積係数の算出根拠等 
②ポンプケーシングの疲労累積係数の算出根拠等 
③容器の疲労累積係数の算出根拠等 
④配管の疲労累積係数の算出根拠等 
⑤弁の疲労累積係数の算出根拠等 
⑥炉内構造物の疲労累積係数の算出根拠等 

 
 
  

機器・部位 過渡 1回あたりの

疲労累積係数※1 疲労累積係数※2 

原子炉給水逆止弁（弁箱） 0.0016（確認中） 0.9022(確認中) 

 

追而 

追而 

追而 
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タイトル 

 
原子炉圧力容器の評価対象部位抽出の考え方について 

 

 
説 明 

 

 

別紙１ 

追而 
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建設時考慮されていない低サイクル応力変動の抽出プロセスについて 

 

 
  

 

別紙２ 

追而 
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タイトル 

 
環境疲労評価を実施している機器・部位について，その評価手法及び疲労累積

係数と地震による合計値について 

 
説 明 

 
環境疲労評価を実施している機器・部位について，その評価手法（「係数倍法」，

「簡易評価法」又は「詳細評価法」のいずれによるか）及び環境疲労評価によ

る疲労累積係数と地震による疲労累積係数との合計値について添付に示す。 
 

 

別紙３ 
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東海第二 低サイクル疲労評価結果一覧表 

評価対象機器 健全性評価（運転開始後 60 年時点 1)の疲労累積係数） 

機種・機器名 部位 
設計 
評価 2) 

環境中 
評価 3) 

耐震評価 合計 4) 
評価 
手法 

評価点

の相違

容
器 

原子炉 
圧力容器 

給水ノズル 0.1270 0.6146 Ss 0.0002 0.6148 
詳細

評価 
なし 

下鏡 0.0416 0.4475  Ss 0.0002 0.4477 
係数

倍法 
なし 

ポ
ン
プ 

原子炉再循

環ポンプ 
ケーシング 0.0000 0.0000  Ss 0.0023 0.0023 

係数

倍法 
なし 

配
管 

ステンレス

鋼配管 
原子炉再循環系配管 0.0067 0.1182 Ss 0.1000 0.2182 

係数

倍法 
なし 

炭素鋼配管 
原子炉系配管 
（純水部） 

0.1423 0.5799 Ss 0.0178 0.5977  
係数

倍法 
なし 

弁 

仕切弁 

原子炉給水止め弁 
（弁箱） 

0.0587 0.5373 Ss 0.0000 0.5373 
係数

倍法 
なし 

原子炉再循環ポンプ

出口弁（弁箱） 
0.0015 0.0338 Ss 0.0001 0.0339 

係数

倍法 
なし 

逆止弁 
原子炉給水逆止弁 
（弁箱） 

0.0862 0.8848 Ss 0.0000 0.8848 
係数

倍法 
なし 

ボール弁 
原子炉再循環系流量

制御弁（弁箱） 
0.0033 0.0738 Ss 0.0001 0.0739  

係数

倍法 
なし 

炉
内
構
造
物 

炉心シュラウド 0.0014 0.0351 Ss 0.0005 0.0356 
係数

倍法 
なし 

シュラウドサポート 0.0230 0.0647 Ss 0.0000 0.0647 
係数

倍法 
なし 

  

添付（１／２）
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1) 

 

 

 

運転開始後 60 年時点の各過渡条件の繰返し回数は，運転実績に基づく 2011 年 3

月末時点の過渡回数を用いて，今後も同様な運転を続けたと仮定して推定した。 

未取替機器  

 60 年時点過渡回数 = 運開後実績過渡回数＋（運開後実績過渡回数/運開後実

績過渡回数調査時点までの年数）×1.5×残年数 

取替機器（スタッドボルト，原子炉再循環ポンプ出口弁）  

 60 年時点過渡回数 = 取替後実績過渡回数＋（未取替機器の 1 年間当たり平

均過渡回数）×1.5×残年数 

2) 設計・建設規格に基づいて評価した。 

3) 

 

 

 

 

 

環境疲労評価手法に基づいて評価した。 

高温水に接液している評価点を対象として，原子炉圧力容器の給水ノズルは詳細

評価手法，他は係数倍法にて評価した。 

合計の疲労累積係数は評価対象機器の設計評価，環境中評価を通じて得られた疲

労累積係数のうち 大となる点に対して，地震動による疲労累積係数を加算して

算出した。 

   

 

 

 

 

 

 
  

添付（２／２）
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タイトル 

 
環境疲労評価を実施している部位のうち，溶存酸素濃度を考慮している部位

と評価に用いた溶存酸素濃度について 
および当該部位の溶存酸素濃度の管理値及び実績について 

 
説 明 

 
環境疲労評価は，環境疲労評価手法に基づいて実施している。 
環境疲労評価手法では，Fen（環境疲労補正係数）に溶存酸素が影響する場合

として炭素鋼・低合金鋼を定めている。 
 
東海第二の劣化状況評価書において，炭素鋼・低合金鋼の接液部位として環

境疲労評価を行った部位は以下のとおり。 
 

炭素鋼・低合金鋼の環境疲労評価データ 
機器 部位(材質) 水質 溶存酸素濃度実績値：ppm 

(濃度測定時条件) 

原子炉圧

力容器 

給水ノズル 

（低合金鋼） 

給水

沪水

 

下鏡（低合金鋼） 炉水 0.106（出力上昇中） 

炭素鋼配

管 

原子炉系配管系純

水部（炭素鋼） 

給水 0.043（原子炉温度上昇中） 

0.049（出力上昇中） 

0.027（定格熱出力上昇中） 

0.017（出力降下中） 

0.701※１（耐圧試験時） 

弁 原子炉給水止め弁

弁箱（炭素鋼） 

給水 0.701※１（耐圧試験時） 

原子炉給水逆止弁

弁箱（炭素鋼） 

給水 0.701※１（耐圧試験時） 

※1：耐圧試験時における実績値がないことから，保守的な数値として「環境疲

労評価手法」における溶存酸素濃度の 大値(0.7ppm)以上を採用した。 

 

溶存酸素濃度の管理値及び実績値については添付１に示す。 

 

 

 

別紙４ 

追而 
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溶存酸素濃度の管理値（運転管理業務要項抜粋） 

給水・炉水の溶存酸素濃度測定実績 

添付１ 
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タイトル 

 
運転開始以降から評価時点までの過渡回数実績について 

 

 
説 明 

 
過渡回数実績について，試運転期間の回数と運転開始後の年度別の実績を添

付-1 に記す 
 

 

 
 
 

別紙５ 
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東海第二発電所 年度別過渡回数実績（2006 年度以降） 

東海第二発電所 年度別過渡回数実績（2006 年度まで） 
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タイトル 

 
各機器の疲労累積係数の算出根拠等について 

 
説 明 

 
以下の各機器の評価について，疲労累積数を求める際に使用した算出根拠等を

次ページ以降に示す。 
 

① 原子炉圧力容器の疲労累積係数の算出根拠等 
② ポンプケーシングの疲労累積係数の算出根拠等 
③ 容器の疲労累積係数の算出根拠等 
④ 配管の疲労累積係数の算出根拠等 
⑤ 弁の疲労累積係数の算出根拠等 
⑥ 炉内構造物の疲労累積係数の算出根拠等 

 
 

 

別紙６

②③④⑤⑥は追而 
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原子炉圧力容器の疲労累積係数の算出根拠等について 

 
1．原子炉圧力容器給水ノズルの評価結果 

原子炉圧力容器の各評価部位のうち，大気中及び接液環境における評価が必要となる

部位であって，評価点数が多く，使用温度が高い給水ノズルについて，詳しく評価結果

を説明する。 
 

 設計・建設規格に基づき，評価点①～⑳について大気中での疲労評価を行った結果，

全ての評価点において疲労累積係数（Uf）が許容値以下（Uf≦1）となることを確認した。

 内面のノズルコーナ部周辺が 大となり評価点⑲で Uf=0.1270 であった。さらに，環

境疲労評価手法に基づき，接液環境を考慮した疲労評価を行った結果，Uen＝0.6146 とな

り，許容値以下であることを確認した。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

別紙６-①

Uf(大気中)＝0.1270 

Uen(接液環境)＝0.6146 

給水ノズル 評価点 
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給水ノズル 環境疲労評価結果 


